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【方法２】 「規程」を作って 

社長のキャッシュを最大化する！ 
 

 

「実費精算」ではなくて「日当」でもらう！ 

「規定」を作って社長の手取りを最大化する方法です。その規定とはズバリ、「旅費規定」です。旅費規

定とは会社の出張旅費の取り扱いに関して明文化したルールのことです。たいていの中小企業は旅費規

定を作っておらず、旅費に関しては実費精算しています。出張に対して実費以上の「日当」を払うという発

想がないからです。ところが、旅費規定を作ることは会社と社長に多くの経済メリットをもたらします。 

 

■ 会社にとっての経済メリットとは？ 

旅費規程を作成することで、出張の都度、「旅費」を支払うことが可能になります。ここでいう「旅費」とは

「①交通費」、「②宿泊費」、「③出張手当」のことをいいます。【会社】にとって「旅費」は経費になります。

「旅費」は実費精算を求められませんので、超過分だけ節税につながります。また、「旅費」は消費税の課

税仕入れの対象になりますので、消費税の節税にもつながります。 

 

所得税法（非課税所得）  

第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。  

四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任

に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者

の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給さ

れる金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの 

 

例えば、年間５０日出張をする社長がいたとして、旅費規定上の出張日当が１日２万円だとしましょう。

すると、５０日×２万円＝「１００万円」が「旅費」になります。この「１００万円」は会社の経費です。その分だ

け、課税所得を圧縮して法人税額の軽減につながります。そのうえ、消費税課税事業者は「１００万円×

８％＝８万円」の消費税節税にもつながるわけです。 

 

■ 個人にとっての経済メリットとは？ 

一方、【個人】にとっては「旅費」という臨時収入を非課税で受け取ることができます。さらに、「旅費」に

は社会保険料もかかりません。すなわち、ここで受け取った「旅費」はダイレクトに本人の手取り増加につ

ながるわけです。例えば、上記の「１００万円」のケースです。この「１００万円」には「税金」も「社会保険」の

負担もありません。さらに、次ページのような規定にすれば、「旅費」に関しては実費精算は求められませ

んので、実費との「差額」をポケットマネーとすることも可能です。 
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◎日帰り出張の日当（例） 

区分 
日当 

片道４０km～１００km未満 片道１００km以上 

社長 ７,０００円 ９,０００円 

役員 ５,０００円 ７,０００円 

役職員 ３,０００円 ５,０００円 

一般社員・その他 １,５００円 ３,５００円 

 

◎宿泊出張の日当（例） 

区   分 日当 

社長 １１,０００円 

役員 ９,０００円 

役職員 ７,０００円 

一般社員・その他 ５,０００円 

 

◎交通費（例） 

区分 交通費 

社長・役員 グリーン車相当の運賃の実費 

役職員・その他 普通運賃の実費 

 

◎宿泊費（例） 

区分 宿泊費 

社長 １４,０００円 

役員 １２,０００円 

役職員 １０,０００円 

その他 ８,０００円 

 

■ 非課税とされる旅費の範囲とは？ 

ただし、何事もやり過ぎは禁物です。日帰り出張の手当で１回２～３万円、宿泊出張の手当で１回４～５

万円も支給していては、税務署としても黙認はしてくれないでしょう。ならば、いくらなら許容範囲なのかと

いうと、実は所得税基本通達では「非課税とされる旅費の範囲」について以下の通達があるだけです。 

 

非課税とされる旅費の範囲（所得税基本通達９-３） 

所得税法第９条第１項第４号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対

して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される

金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容

及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の
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金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項

を勘案するものとする。 

（1）その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが

保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。 

（2）その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給して

いる金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。 

 

そうです。具体的な金額については明記されていないのです。ではどう解釈すればいいのか。要は「社

内において適正なバランスで運用されているか？（特定個人を優遇する内容ではダメですよ）」「同業他

社に比べて著しく高額ではないか？（やり過ぎてはダメですよ）」ということです。 

 

そこで旅費規程を導入する際は次の２点に配慮しておく必要があります。 

 

１．社内において適正なバランスで運用されているか？ 

たとえ出張は社長 1 人しかしなくても、旅費規程にはあえて複数の役職を作って段階的に金額を設

定しておきましょう。（基本的に僕の会社で出張するのは僕だけ。社員は年数回程度です）では従業員

ゼロ。ひとり社長の場合はどうするか？・・・将来的に社員を雇用する前提で作っておきましょう。 

 

２．同業他社に比べて著しく高額ではないか？ 

やり過ぎは禁物という前提で、「いくらまでならＯＫなのか？」という話ですが、これについては社長自

身が「自分の時給換算から考えて、これくらいもらって当然！」と思える金額が良いでしょう。仮に自分

の中で後ろめたさがあるのなら、税務調査で指摘されたときに「・・・」となってしまうからです。（ちなみに、

一般的には社長の宿泊出張の日当が２万円程度までなら許容範囲とされています） 
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【手取り最大化コンサルティング】 

 事前診断受付中！ 

 

 

あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？  

 

最後までレポートをお読みいただきまして、ありがとうございました。オーナー社長であれば誰もが手元

に残るキャッシュを増やしたいと考えているのではないでしょうか。なぜなら、会社に何かあったとき最終

的に頼りになるのは“社長個人の財産”だからです。 

 

通常、社長の「手取り」を増やすには報酬を上げるしかありません。しかし、報酬を上げれば、そこには

「税金」と「社会保険料」の高額な負担が待っています。国は「給与所得控除」の縮小などで個人課税を強

化していますし、社会保険料も３１.５％（労使合計）の負担割合になります。ゆえに、今後ますます「稼い

でもお金が残らない・・・」という状況が続きます。 

 

そこで、どうするか？ 

ぜひこのレポートに書かれた方法を検討してみてください。このレポートはまさに「稼いでもお金が残ら

ない・・・」という社長のために、私どものコンサルティング手法の一部を公開したものです。私どもは「税

金」と「社会保険」のプロとして、あなたの手取りを最大化するお手伝いをしたいと考えています。 

 

その第一歩として、まずは完全無料で「あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？」を事前診断させ

ていただけないでしょうか。診断結果はレポート形式で分かりやすく作成された私どもオリジナルの【社長

の手取り最大化シミュレーション】でお知らせします。論より証拠です。実際、私どものコンサルティングで

「手取りがどう増えるのか？」を【社長の手取り最大化シミュレーション】で見ていただきましょう。 

 

 

無料 
完全 
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これは、役員報酬９００ 万円の社長のケースです。ご覧のとおり、【対策前】と【対策後】とでは社長の手

取りは「年額１,７０５,７１０円」アップしています。５年間でみると「累計８,５２８,５４８円」です。一方、会社に

しても法人負担分が「年間３０１,６０２円」減少しています。５年間でみると「累計１,５０８,００８円」です。すな

わち、社長、会社ともに手元に残るキャッシュは増えているわけです。その額は「年額２,００７,３１１円」、５

年間でみると「累計１０,０３６,５５６円」にもなります。 

 

いかがでしょうか？ 

このケースと同じように、あなたの手取りも“年間百万単位”で増やせるかもしれません。ただし、手取り

増加効果（増加額）は人によって異なります。現在の報酬金額やその他の条件によって手取り増加効果

は大きく変わってくるからです。従いまして、「あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？」をご報告させ

ていただくために、まずは事前診断をご利用いただきたいのです。 

 

その結果をもとに、私どもコンサルティングを導入するかをご検討ください。私どものコンサルティングに

は初期費用は一切かかりません。報酬については実際にあなたが私どものコンサルティングを導入いた

だき、その効果を検証していただいた場合のみ発生します。それ以外の費用（事前診断費、資料作成

費、交通費など）は何もかも不要です。 

 

【手元キャッシュ最大化コンサルティング｜導入までの流れ】 
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私どもの目的はあなたと会社の手元に残るキャッシュを最大化することです。そのお手伝いをすること

で報酬をいただいております。従って、事前診断の結果、「効果が期待できない」と分かれば、大変申し

訳ないのですが、逆に今回のご提案はなかったことにさせてください。あなたにとって「大きな効果が期待

できる」場合に限り、ご提案させていただきます。 

 

■ 私どもからご提案はいたってシンプルです！ 

私どもからのご提案はシンプルです。私どもでは書面上の手続きだけで、社長と会社の手元に残るキャ

ッシュを最大化するコンサルティングをご案内しております。うまくすれば百万単位で手元キャッシュを増

やせるかもしれません。以下の「ヒアリングシート」で事前診断できるのですが、いかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしあなたの答えが「興味アリ」であれば、今すぐ同封の「ヒアリングシート」をご返送ください。あなたに

デメリットもリスクもなし、あるのはコンサル実行後に増える“キャッシュ”だけです。しかも、そのメリットを享

受するために必要なのは、たったひと言、あなたが「と・り・あ・え・ず」とおっしゃって、、、 

 

《 同封の「ヒアリングシート」を私どもにＦＡＸしていただくことです 》 

 

ぜひあなたも手元に残るキャッシュを最大化されて、有効な事業活動やプライベートにお役立てくださ

い。あなたから「ヒアリングシート」が届くのを、こころよりお待ちしております。 

 

 

（ここまで完全無料です） 

 

社長の手取り最大化 

シミュレーションお申込み 

「ヒアリングシート」をご記入 

のうえ FAX にてご返信 

社長の手取り増加額及び 

導入効果をご報告 

「経済効果アリ」との判断 

なら詳細説明の訪問 

シミュレーション 手元キャッシュ最大化 

コンサルのご提案 の結果報告 
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阿久津 和宏（あくつ かずひろ） 

 

 

１９７７年生まれ・栃木県出身・高崎市立経済大学経済学部卒 

◀小規模事業者専門ファイナンシャル・アドバイザー▶ 

大学卒業後、株式会社セブン-イレブン・ジャパンに入社。１年目よりスタッフの育成・管理業務を行い、２

年目より店舗経営相談員として、９店舗を担当。 

加盟店オーナーの売上・利益を上げる参謀としての立ち位置で従事。お店の売上・利益を上げて加盟店

オーナーと従業員さんに幸せになってもらいたい、、、という考えで仕事をするも、そんな中、頑張って稼

いでも、お店の利益を出しても 

「手取りが増えない・・・」「税金や社会保険料の支払いでお金が残らない」「頑張っても頑張っても楽にな

らない」 

そういう声が非常に多い現実をきっかけに、ファイナンシャルプランナーの勉強をはじめ、「報酬のもらい

方で手取りが変わる」ことを知り、多くの事業主が専門家からアドバイスを受けていないことを知る。その

後、あるきっかけで、国内大手生命保険会社の「新規事業部門」にヘッドハンティングを受け、転職。 

生命保険と事業主の悩みや解決策を学び、４年目、独立系ファイナンシャルプランナーとして「独立」。あ

くつ FP事務所を開業。小規模事業者専門のファイナンシャル・アドバイザーとして、「小冊子」「セミナー」

等での情報提供は好評。 
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